
川口市土曜共同保育実施要綱

令和 年 月 日子ども部長決裁

（目的）

第１条 この要綱は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び企業主導型保育事業（以

下、「施設・事業所」という。）における「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関

する基準等の実施上の留意事項について」（平成２８年８月２３日府子本第５７１号ほか）

で規定する共同保育について、保育の質を確保した上で適切に実施するため必要な事項

を定めることを目的とする。

 （定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。

 （１）土曜共同保育 他の施設・事業所に在籍している児童を土曜日に受け入れて行う共

同保育

 （２）実施施設 土曜共同保育を依頼施設から依頼されて実施する施設

 （３）依頼施設 土曜共同保育を実施施設に依頼する施設

（事前協議）

第３条 土曜共同保育を開始しようとする施設・事業所は、開始する日が属する月の前々月

の末日までに、必要書類を添えて土曜共同保育に関する事前協議書（様式第１号）を提出

し、市と事前協議しなければならない。

２ 実施施設及び依頼施設は、事前協議の終了後、土曜共同保育を開始する日までに、当該

施設・事業所の運営規程の変更手続きを行わなければならない。

３ 現に土曜共同保育を実施している施設・事業所が実施内容等の変更を行う又は土曜共

同保育を終了する場合は、前２項の例にならい、事前協議及び運営規程の変更手続きを行

わなければならない。

（保護者同意）

第４条 実施施設及び依頼施設は、土曜共同保育の実施にあたり、在籍する全ての子どもの

保護者に書面で説明を行い、書面で同意を得るものとする。

（施設・事業所間の協議）

第５条 実施施設及び依頼施設は、土曜共同保育の安全対策、責任体制、費用負担、職員配

置、その他土曜共同保育の実施に必要な事項について十分に協議を行い、書面をもって合

意した上で共同保育を開始するものとする。
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（設備運営基準等）

第６条 設備運営基準及び職員配置基準（以下、「基準」という。）は実施施設に適用される

基準とする。

２ 前項の規定に関わらず、企業主導型保育事業が実施施設となる場合は、依頼施設に適用

される基準とする。ただし、他市町村に設置されている特定教育・保育施設、特定地域型

保育事業が依頼施設、川口市に設置されている企業主導型保育事業が実施施設となる場

合は、依頼施設の施設種別に応じた川口市の基準とする。

３ 利用児童に配慮し、慣れ親しんだ職員の配置等により保育の質を確保する観点から、依

頼施設は土曜共同保育の実施日に自施設の保育士等を実施施設に１名以上配置するもの

とする。

（費用徴収）

第７条 土曜共同保育の実施によって生じる費用は、実施施設及び依頼施設が負担するも

のとし、保護者からの費用徴収は原則として認めない。

 （個人情報の管理）

第８条 土曜共同保育を実施する施設・事業所は、保護者に事前に説明し書面で同意を得た

上で、保育を提供する子どもの日頃の状況（疾患、アレルギー等を含む）など、土曜共同

保育を実施するために必要な情報を共有するものとする。

２ 土曜共同保育を実施する施設・事業所は、土曜共同保育の実施に際して得られた個人情

報について、適正に管理するものとする。また、当該個人情報は土曜共同保育の実施及び

子どもの福祉向上を図るためにのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。土曜共

同保育の終了後も同様とする。

 （非常災害対策）

第９条 土曜共同保育を実施する施設・事業所は、災害時の人員体制、指揮系統、備蓄品、

職員等の連絡先、その他災害に備えて決定又は共有しておくべき事項について協議し、予

め土曜共同保育実施中の非常災害対策計画を作成するものとする。

２ 前項の計画は、実施施設において定めている非常災害対策計画に必要な事項を追加し

て作成することができるものとする。

３ 第１項の規定により非常災害対策計画を作成した場合、または、前項の規定により実施

施設の非常災害対策計画を変更した場合は、作成または変更した計画を市に提出するも

のとする。

 （施設・事業所が他自治体に所在する場合の取り扱い）

第１０条 実施施設又は依頼施設が他自治体に所在する場合は、当該施設の運営状況等を
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勘案のうえ、市が認める場合に限り土曜共同保育を実施することができる。

２ 前項の規定により他自治体に所在する施設と土曜共同保育を実施する場合は、当該他

自治体で定める土曜共同保育の実施の手続きを行わなければならない。

 （報告等）

第１１条 土曜共同保育を実施する施設・事業所は、市が土曜共同保育の実施内容の確認の

ために書類の提出、施設への立入調査を求めた場合には応じなければならない。

 （その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、土曜共同保育について必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

この要綱は、令和 年 月 日から施行する。
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様式第１号

  年  月  日

土曜共同保育に関する事前協議書

（あて先）

川口市長 

                    【実施施設】

法 人 名

法人代表者

法人所在地

施 設 名

                    【依頼施設】

法 人 名

法人代表者

法人所在地

施 設 名

別添のとおり、土曜共同保育の（ 開始 ・ 内容変更 ・ 終了 ）について事前協議を申し込みます。

＜添付書類＞

 １）土曜共同保育の実施概要（別紙１）

２）土曜共同保育の実施体制（別紙２） 

３）施設・事業者間の合意書面（協定書等）の写し 

４）保護者への説明資料（実施施設及び依頼施設の両施設分） 

５）実施施設の配置図、平面図（共同保育実施場所（保育室）を明記すること） 

６）その他必要書類 
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　（別紙１）

（実施施設の概要）

： ：

（依頼施設の概要）

確認欄
※ を付けること

当園に在籍する全ての子どもの保護者の同意を得ています。 □

確認欄
※ を付けること

当園に在籍する全ての子どもの保護者の同意を得ています。 □

土曜共同保育の実施概要

～土曜開所時間

施設種別

施設の名称

所在地

認可定員

実施施設在園児の
土曜日の最大利用児童数
（協議書提出の前月）

施設の名称

実施施設・依頼施設
在園児の土曜日の

利用見込み児童数合計

施設種別

所在地

認可定員

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

依頼施設在園児の
土曜日の最大利用児童数
（協議書提出の前月）

0歳 1歳 2歳

人

合計

人

合計0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

人

合計

人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

3歳 4歳 5歳

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳

人

5歳 合計
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施設設備調書（実施施設）

　保育室

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

　部屋別面積表

　必要設備（チェック又は黒塗りすること）

□ 調乳室（0歳児がいる場合）

□ 沐浴室（0、1歳児がいる場合）

□ 調理室

□ 便所

人

人

人

人

5歳児室 １．９８㎡×

人

＝ 0

0

3歳児室 １．９８㎡× ＝ 0

4歳児室 １．９８㎡× ＝ 0

㎡

上記以外

㎡

㎡

0 ㎡

㎡

㎡

小計 0 ㎡

その他

0 ㎡合計 0 ㎡

沐浴室 室 ㎡

便所 ㎡

調理室 室 ㎡

調乳室 室 ㎡

医務室 室 ㎡

保育室
遊戯室

小計

㎡

0 ㎡

㎡

職員室 室

室

室

室

㎡ 0 ㎡小計

室

3歳児室

4歳児室

5歳児室

遊戯室

室

㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

2歳児室

0

床面積 有効面積

㎡

㎡

乳児室
保育室

0歳児室

1歳児室

室

室

㎡

㎡

部屋数室名

人

1歳児室 ３．３㎡ × ＝ 0

2歳児室 １．９８㎡× ＝

認可基準面積

0歳児室 ３．３㎡ × ＝ 0
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　屋外遊戯場

※代替園庭を使用する場合 公園 ㎡

□便所 □手洗い

　その他設備

台

台

駐車場

駐輪場

㎡園庭面積

設備

所在地
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（別紙２）土曜共同保育の実施体制 

各項目の実施方法等を具体的に記載してください（必要に応じ、資料添付可）

１ 責任体制（事故発生時の責任の所在、保険等への加入状況、対象となる子ども・事故の範囲など）

２ 緊急時の連絡体制、指揮命令系統（緊急時、誰が誰にどのように連絡するかなど） 

３ 土曜共同保育における職員配置（実施施設と依頼施設の職員の配置割合、引継保育など） 

４ 給食・おやつ等の提供内容（アレルギー対応を含む） 

５ 子どもの保育の状況等に関する情報共有の方法、タイミング 

６ 施設間の費用負担、保護者からの費用徴収の有無 

７ その他 
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